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第１章 人口ビジョン 

 

１ 人口ビジョンの位置づけ 

 

 会津坂下町まち・ひと・しごと創生人口ビジョンは、町の人口減少に対応するため、人

口減少の要因と人口減少がもたらす影響及び将来の人口予測を示しています。 

人口ビジョンについては「第六次振興計画」及び「総合戦略」における各種施策により

人口減少対策に取り組み、減少を抑制するための基本的な指針として位置づけます。 

 

 

２ 人口ビジョンの対象期間 

 

 対象期間は、2045 年までとします。 
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３ 人口動向分析 

（１）総人口の推移 

 本町の人口は、1950 年（昭和 25 年）の 27,786 人でピークを迎え、その後徐々に減少し、

1975 年（昭和 50 年）に 20,510 人となり一旦落ち着いたものの、1995 年（平成 7 年）よ

り再び減少傾向となり 1996 年（平成 8 年）には 2 万人を割り込みました。 

 国勢調査によると 1995 年（平成 7 年）以降減少はさらに加速化し、2020 年（令和 2 年）

の国勢調査では 15,068 人となりました。人口減少は今後もますます進むと予想され、この

ままの傾向が続けば、2045 年には 10,488 人になると推計されます。 

 

 

図１ 総人口の推移 

出典：国勢調査 推計人口は国立社会保障・人口問題研究所による推計人口に準拠し推計 

 

  

（年） 
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（２）年齢３区分からみた人口の推移 

 年少人口（15 歳未満）、生産人口（15～65 歳未満）、老年人口（65 歳以上）の年齢 3 区

分から見た人口の推移については、年少人口はピークを迎えた 1950 年（昭和 25 年）から

急激に減少し、1970 年（昭和 45 年）までの 20 年で 50％以上減少しています。 

生産人口は総人口とほぼ同様の割合で減少しています。 

老年人口については徐々に増加し、その数は 2020 年以降ほぼ横ばいで推移すると予想さ

れますが、2050 年には、減少した生産年齢人口を上回ると推計されます。 

2020 年（令和 2 年）時点での推計については、人口 15,068 人のうち年少人口（15 歳未

満）が 1,613 人で 10.7％、生産人口が 7,931 人で約 52.6％、老年人口が 5,524 人で 36.7％

となっています。 

減少の進み方は大きく三段階に分けることができます。「第一段階」は若年人口（年少人

口・生産人口）が減少し老年人口が増加する時期、「第二段階」は、若年人口の減少が加速

化するとともに、老年人口が維持または微減する時期、「第三段階」は、若年人口の減少が

一層加速化し、老年人口も減少する時期です。本町においては、現在は「第二段階」にあ

り、2030 年（令和 12 年）あたりから「第三段階」に移行していくことが予測されます。 

 

 

図２ 年齢３区分別人口の推移 

出典：国勢調査 

  

（年） 



5 

 

（３）総人口と出生・死亡、転入・転出数の推移 

 人口動態を構成する自然動態（出生・死亡数）と社会動態（転入・転出数）の推移につ

いては、自然動態を見ると 1991 年（平成 3 年）までは出生数が死亡数を上回っていました

が、1992 年（平成 4 年）以降、死亡数が出生数を上回っており、その差は年々広がってい

ます。 

 社会動態については、転出数が転入数を上回り転出超過となっている年がほとんどであ

り、今後もこの傾向は続いていくと予測されます。 

 

 

 

 

図３ 出生・死亡数、転入・転出数の推移 

出典：住民基本台帳（日本人のみ） 
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（４）総人口に与えてきた自然増減と社会増減の影響 

 1970 年代からの自然動態と社会動態を見ると、1982 年（昭和 57 年）、1987 年（昭和 62

年）に一時的に「自然増＋社会増」になった年があったものの、1970 年～1990 年代初期に

ついては「自然増+社会減」の時代であり、それ以降になると自然動態と社会動態が共にマ

イナスに転じ、ほとんどの年で「自然減+社会減」となっています。さらに、2010 年代に

入りこれまでよりも自然動態における減少幅が大きくなっており、少子化に加えて高齢化

の進展により急激な人口減少が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 総人口に与えてきた自然増減と社会増減の影響 

出典：住民基本台帳（日本人のみ） 
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（５）年齢階級別の人口移動の状況 

 近年の社会動態を見ると、いずれの年も転出者数が転入者数を上回っており、年齢階級

別では 15～19 歳、20～24 歳の年代の減少幅が最も多くなっています。これは高校卒業後

の進学や就職による転出、また大学卒業後の首都圏等への就職によるものが大きい要因と

考えられ、国によるアンケート調査（※）の結果でも、20～24 歳の地方圏から東京圏への

移動理由は６割程度が進学・就職を理由にしたものであるとの結果からも伺えます。 

 25～29 歳の階級では転入超過になる年度もあり、地元の雇用や大学卒業後に働き口を求

めて一定程度の割合が本町へ戻ってきていると思われます。 

 15～19 歳、20～24 歳の年代が数年後、ＵターンやＩターンなどにより転入してくる傾向

にあることから、これらの世代が転入する割合を向上させていくことが本町の課題である

と言えます。 

 上記以外の階級については大きな変動はなく、わずかに減少しながら推移しています。 

  

※内閣官房まちひとしごと創生本部事務局「若年層における東京圏・地方圏移動に関する

意識調査」（2019 年 4 月～5 月） 

 

 図５ 年齢階級別の人口移動の状況 

出典：総務省「住民基本台帳人口移動報告」  
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（６）年齢階級別の人口移動の長期的動向 

 1985 年（昭和 55 年）以降の年齢階級別の 5 年単位での長期的な人口移動の状況は以下

のとおりとなっています。 

 表はある世代の人口が 5 年経過した後にどれだけ変化があったかを示しています。 

 長期的な傾向を見ても「10～14 歳 → 15～19 歳」の世代と「15～19 歳 → 20～24 歳」

の世代で大幅な転出超過となっており、前述したとおり 15～24 歳までの世代が転出し、そ

の後一定割合の転入がありほぼ横ばいで推移していくという傾向が長期的に続いているこ

とがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 
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（７）地域ブロック別の人口移動の状況 

 地域ブロックごとの移動状況については、主に福島県内と東京圏への転出超過となって

おり進学や就職などにより若年層への東京圏への流出が中心になっていると予想されます。 

また、東北地区については宮城県への転出が多く、全体的な転出の傾向として首都圏や

仙台市などの都市圏を中心とした、就学のためや雇用の場を求めた流出が多くなっている

と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住民基本台帳（日本人のみ） 

  



10 

 

（８）出生率の現状 

 本町の合計特殊出生率は以下のとおり推移しており、全国や県に比較して高い水準を維

持していましたが、2013 年～2017 年には福島県平均を下回りました。 

 出生率は国で示す現在の日本の人口置換水準の 2.07、県の人口ビジョンの目標である

2.11 とは大きなかい離があり、出生率の向上が課題となっています。 

 

 

出典：厚生労働省「人口動態保健所・市区町村別統計」 

  

　1988
　～1992

　1993
　～1997

　1998
　～2002

　2003
　～2007

　2008
　～2012

　2013
　～2017

全国 1.53 1.44 1.36 1.31 1.38 1.43

福島県 1.82 1.73 1.64 1.52 1.48 1.56

会津坂下町 2.09 1.94 1.91 1.66 1.51 1.48
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（９）産業への就業状況 

 本町の産業別の就業状況については、男性では農業・林業、建設業、製造業、卸売業・

小売業への就業者が多く、農業・林業、建設業、運輸業・郵便業については、女性と比較

して就業者が多い傾向にあります。 

 女性は農業、製造業、卸売業・小売業、医療・福祉への就業者が多く、男性と比較して

医療・福祉業とサービス業全般について就業者が多い傾向にあります。 

 一方で、産業別の全国の就業者比率と本町の産業別の就業者比率を表す産業別特化係数

については、農業が男性、女性ともに 4 を超えており、相対的に本町は就業面で農業に特

化しています。 

 一方、全国の就業状況に対し、男性は建設業や農業協同組合などの複合サービス業への

就業比率が高く、女性については製造業や複合サービス業への就業比率が高いことが特徴

としてあげられます。 

 

 

 

出典：国勢調査（2015 年） 

※産業別特化係数：全国の産業毎の就業割合と本町の産業毎の就業割合を比較した係数 

        （本町のＸ産業の就業者比率/全国のＸ産業の就業者比率） 
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（１０）年齢階級別の産業ごとの就業状況 

 年齢階級別にみた産業ごとの就業状況については、農業・林業については男性、女性と

もに就業者のうち約 7 割を超える割合が 60 歳以上となっており、高齢化が顕著に表れてい

るといえます。 

 その他の傾向として男性は医療・福祉分野で 15～29 歳、30～39 歳の割合が 50%を超え

ており比較的若い年代が就業しています。女性については、複合サービス事業、情報通信

業について若い世代の就業が多くなっています。 

 40 代までの年齢階級まで見ると、男性で 50%を越えている業種としては上記の 2 事業に

加え製造業、電気・ガス・熱供給・水道業等があげられ、女性で 50％を超えている業種と

しては上記 2 事業に加え製造業、電気・ガス・水道業、不動産、教育・学習支援業、医療・

福祉等があります。 

業種によっては就業者の数が少なく、50 代の占める割合が大きくなっているものも多く、

今後の担い手の育成が課題となっています。 

 

 

男性の年齢階級別の産業毎の就業状況 
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女性の年齢階級別の産業ごとの就業状況 
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（１１）人口減少の影響 

 人口減少は、地域経済の経済規模の縮小を招き、生産年齢人口の減少と、それが更に経

済規模の縮小を招くという負のスパイラルに陥ります。地方におけるその現象は深刻であ

り、下記により地域全体の活力低下が懸念されます。 

 

①地域住民の生活に必要な買い物・医療・福祉サービス、公共交通の維持が困難になる。 

②雇用の減少により人口が流出する。 

③高齢化の進行により、社会保障費が増加し、それを支える働き手の負担が増加する。 

④農業施設・農地の維持が困難になる。 

⑤空き家が発生する。 

⑥税収の減少や社会保障費の増加により財政状況が悪化する。 
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４．人口の将来展望 

（１）現状と課題 

 本国の高齢化率は 1980 年代には先進諸国で最も低い水準にあったものの、90 年代に急

速に進み、現在は世界で最も高い水準にあります。今後の推計では、さらに高齢化が進み、

2065 年には 38.4％まで上昇すると予測されています。世界的な推計では、ヨーロッパなど

の国に比べ、東アジアなどの出生率が低い国ほど高齢化が加速していく予測がされており、

平均寿命の長さよりも、出生率の低下が少子高齢化を加速させる要因であると言えます。 

 本町のみならず地方においては 15~19 歳、20～24 歳の世代の就学や就業のための首都圏

への流出が長年にわたって続いており、これは本国の構造的な問題であると言えます。 

 仮に合計特殊出生率を向上させ人口が増加しても、Ｕターンや地元での就業を促進しな

ければ引き続き若い世代の人口流出が止まらない事から、様々な施策を複合的に実施し、

まちづくりに取り組んでいく必要があります。 

 

（２）基本的な考え方と目指すべき将来の方向性 

 国の 2014 年（平成 26 年）の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」では、「①東京へ

の人口の一極集中の是正」、「②国民の希望の実現に全力を注ぐ」「③若い世代の人口就労・

結婚・子育ての希望に応える」という視点が示されており、「将来に渡って『活力ある日本

社会』を維持すること」が目指すべき将来の方向とされています。この方針を念頭に、本

町の「まち・ひと・しごと総合戦略」の基本方針を以下のとおり示します。 

 

○目指すべき町の将来像 

 「人口が減少しても活力があり、町民一人ひとりが生きがいを持てる持続可能なまち」 

 

○人口減少対策に取り組むまちづくりの方向性 

①過疎対策に取組み、「人の流れをつくり、安心して働ける豊かなくらし」をつくる 

 ⇒首都圏からの人口流入により移住・定住支援策を進め、同時に交流人口・関係人口の

拡大に取り組みます。 

 

②結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

⇒若い世代の結婚・出産・子育てのための支援策を講じ、職住近接のまちづくりにより

仕事と家庭の両立しやすい環境づくりを進めます。人口減少段階にあっても地域や

人々が連帯し、個性を生かし住民一人ひとりが活躍できる場をつくることで生きがい

を感じることができるまちづくりを目指します。  
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（２）具体的な目標 

  ①2040 年に合計特殊出生率 2.11 を目指す。 

   我が国の合計特殊出生率は 1970 年代に人口置換水準（人口が長期的に維持される水

準）の 2.06 を下回り、今日まで継続しています。 

福島県においては「福島県総合戦略・福島県人口ビジョン」において、2040 年まで

に合計特殊出生率 2.11 を目指すという目標を掲げており、本町も合わせて合計特殊出

生率 2.11 を目指します。 

 

  ②2030 年以降、社会動態を増加に転じさせる。 

   総合戦略を推進することにより、結婚・出産・子育て支援の充実や移住・定住への

支援策を実施し社会動態を増加に転じさせることを目標とします。 

 

 

 

推計１ このままの人口動態が続いた場合 

推計２ 総合戦略により人口動態が改善された場合 

 

 

 

（人） 
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※この章は、和暦を使用します。 
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第２章 まち・ひと・しごと総合戦略 

 

１．基本的な考え方 

（１）策定の目的 

若年層の人口流出は、出生数や労働力の減少、それに伴う地域経済の停滞や地域活動の

担い手の減少による地域コミュニティの衰退、町の伝統行事や文化の継承等に影響を与え、

地域活力の低下をもたらすことから、町では平成 27 年 10 月に「会津坂下町まち・ひと・

しごと総合戦略」を策定し、住民が住みやすさを実感し、まちへの愛着や日常の幸せを実

感できるまちづくりに努めてきました。 

「第２期会津坂下町まち・ひと・しごと総合戦略（以下「第２期総合戦略」という。）」

は、国の「まち・ひと・しごと総合戦略」及び県の「ふくしま創生総合戦略」の基本的な

考え方を踏まえ、「第六次会津坂下町振興計画（以下「第六次振興計画」という。）」の理念

と方針を基本として具体的な施策や指標を設定し策定するものとします。 

本町の人口減少は、高校卒業後、大学卒業後の進学や就業のための若年世代の移動によ

ってもたらされてきたところが大きいと思われることから、それらの原因により減少した

将来の子育て世代を呼び戻し、また流出に歯止めをかける取り組みが必要であり、そのた

めにも雇用の場の確保や安心して子育てができる環境整備が引き続き必要です。 

 

（２）基本計画との関係 

本町は、令和２年３月に町の総合計画である「第六次振興計画」を策定し、令和２年４月

より第六次振興計画基本計画に基づく事業を実施しているところです。 

計画では、「みんながつながる」を基本理念とし、人口減少や少子高齢化の進行に伴う課

題や、環境問題など、課題が急速に進行し多様化する中においても、「人口が減少しても活

力があり、町民一人ひとりが生きがいを持てる持続可能なまち」を目標に、まちが目指す

べき将来像を掲げ、住民・地域・行政が一体となって進めることを明記しました。 

第２期総合戦略は、第六次振興計画の施策を基本とし、振興計画基本計画の４つの柱によ

り構成されています。特に課題として取り組むべき地域活性化に関する施策と少子高齢化

に対する施策について、重点施策として位置づけます。 

 具体的な事業については、毎年策定する実施計画において策定し、見直しを図ります。

実施にあたっては、行政評価委員会・ＰＤＣＡサイクルを効果的に運用し、評価内容や改

善点などを踏まえ、事業が効果的・効率的に実施されるよう見直しを図ります。 

また、RESAS（経済分析システム）を活用し、ＫＰＩ（※）に照らし合わせながら、結

果を重視した事業の進捗を図ります。 

  

※ＫＰＩ（Key Performance Indicator）・・・重要業績評価指標。施策ごとの進捗状況を

検証するために設定する指標 
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（３）国、県及び近隣市町村との関係 

 国が策定した第２期「まち・ひと・しごと総合戦略」及び県の「ふくしま創生総合戦略」

の基本的な考え方に基づき、本町における人口減少と地域経済縮小の克服による、まち・

ひと・しごと創生の確立を目指します。 

 また、広域的な連携を図ることにより大きな効果が見込まれる事業については、県や近

隣市町村と共同で実施します。 

 

◇国の基本目標 

１ 稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする 

２ 地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる 

３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

４ ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる 

 

◇県の基本目標 

１ 一人ひとりが輝く社会をつくる（ひと） 

２ 魅力的で安定した仕事をつくる（しごと） 

３ 暮らしの豊かさを実感できる地域をつくる（暮らし） 

４ 新たな人の流れをつくる（人の流れ） 

 

 

（４）計画期間 

   令和３年度から令和６年度までの４ヵ年間の計画とします。 

 

 

 

【総合戦略において重点的に取り組む目標】 

①地域活性化により人の流れをつくり、安心して働ける豊かな暮らしをつくる 

②結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 

【施策を支える４つの柱（第六次振興計画）】 

Ⅰ 自ら学び、学び合う「ひとづくり」 

Ⅱ 安全・健康で快適な「くらしづくり」 

Ⅲ 活力と魅力があふれ、人が集う「しごとづくり」 

Ⅳ 一人ひとりがつながり、みんなで創る「しくみづくり」 
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（５）第２期 総合戦略の体系図 

 人口減少・少子高齢化社会の課題に対応するため、本町が重点的に取り組む施策につい

て体系化します。総合戦略の構成は、町の総合計画を基本として、特に町が進めるべき地

域経済活性化及び少子高齢化対策について、重点施策として位置づけます。 

 

 

 

 

【目指すべき町の将来像】 

  人口が減少しても町民一人ひとりが生きがいを持てる持続可能なまち 

 

【重点目標】 

１．地域活性化により人の流れをつくり、安心して働ける豊かな暮らしをつくる 

２．結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 

【基本目標１】自ら学び、学び合う「ひとづくり」 

  第１節 子育て・教育環境の整備 

  第２節 生涯学習・スポーツの推進 
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  第３節 歴史・文化の伝承 

【基本目標２】安全・健康で、快適な「くらしづくり」 

  第１節 健康づくり 

  第２節 福祉の充実 

  第３節 安全・安心な環境づくり 

  第４節 循環型社会の形成 

  第５節 生活環境の整備 

 

【基本目標３】活力と魅力があふれ、人が集う「しごとづくり」 

  第１節 農林業の振興 

  第２節 商工業の振興 

  第３節 観光・交流の促進 

 

【基本目標４】一人ひとりがつながり、みんなで創る「しくみづくり」 

  第１節 地域運営のしくみづくり 

  第２節 住民が参画するしくみづくり 

  第３節 行財政運営の強化  
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２．ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）との関係 

 ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）（持続可能な開発目標）は、人類及び地球

の持続可能な開発のために達成すべき課題とその具体的目標です。平成 12 年（2000 年）

に国連で採択されたＭＤＧｓ（※1）（Millennium Development Goals）で達成できなかっ

た目標を含めて、2030 年までに実行、達成するべき事項を掲げています。 

 ＳＤＧｓでは、全ての国、地域に普遍的に適用できる 17 のゴール（目標）と 169 のター

ゲット（行動目標）、232 のインディケーター（指標）の三層からなる指針を設定し、その

基本的な考えでは貧困の撲滅をはじめ、世界中の誰一人取り残されない包摂的な社会を作

っていくことが重要であるとしています。そのためには、全ての国とすべての関係者が協

調的なパートナーシップの下で行動計画を実施していく必要があります。 

 ＳＤＧｓにおける 17 のゴールには、「貧困」や「飢餓」の撲滅など、その理念が「住民

福祉の向上」という地方自治の基本的な考え方に合致するものであることから、ＳＤＧｓ

に掲げる 17 の目標に向けたまちづくりを進めて行く必要があります。 

  

【17 のゴールと自治体行政の関係】 

 

 アイコン 目標（Goal）・自治体行政の果たし得る役割 

 

1.貧困をなくそう 

自治体行政は貧困で生活に苦しむ人々を支援する上で最も適したポジションにいます。各自治体に

おいて、全ての市民が必要最低限の暮らしを確保することができるよう、きめ細やかな支援策が求

められています。 

 

2.飢餓をゼロに 

自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して農業者畜産などの食料生産の支援を行うことが

可能です。そのためにも適切な土地利用計画が不可欠です。公的・私的な土地で都市農業を含む食

料生産活動を推進し、安全な食料確保に貢献することもできます。 

 

3.すべての人に健康と福祉を 

住民の健康維持は自治体の保健福祉行政の根幹です。国民皆保険制度の運営も住民の健康維持に貢

献しています。都市環境を良好に保つことが住民の健康状態を維持・改善に必要であるという研究

も報告されています。 

 

4.質の高い教育をみんなに 

教育の中でも特に義務教育の初等教育においては自治体が果たすべき役割は非常に大きいといえ

ます。地域住民の知的レベルを引き上げるためにも、学校教育と社会教育の両面における自治体行

政の取組は重要です。 
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5.ジェンダー教育を実現しよう 

自治体による女性や子供等の弱者の人権を守る取組は大変重要です。また、自治体行政や社会シス

テムにジェンダー平等を実現させるために、行政職員や審議会委員等における女性の役割を増やす

のも重要な取組といえます。 

 

6.安全な水とトイレを世界中に 

安全で清潔な水へのアクセスは住民の日常生活を支える基盤です。水道事業は自治体の行政サービ

スとして提供されることが多く、水資源の環境保全を通して水質を良好に保つことも自治体の大事

な責務です。 

 

7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに 

公共建築物に対して率先して省エネや再エネ利用を推進したり、住民が省/再エネ対策を推進する

のを支援する等、安価かつ効率的で信頼性の高い持続可能なエネルギー源利用のアクセスを増やす

ことも自治体の大きな役割といえます。 

 

8.働きがいも経済成長も 

自治体は経済成長戦略の策定を通して地域経済の活性化や雇用の創出に直接的に関与することが

できます。また、執務環境の改善や社会サービスの制度整備を通して労働者の待遇を改善すること

も可能な立場にあります。 

 

9.産業と技術革新の基盤をつくろう 

自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな役割を果たしています。地域経済の活性化戦略

の中に、地元企業の支援などを盛り込むことで新たな産業やイノベーションを創出することにも貢

献することができます。 

 

10.人や国の不平等をなくそう 

差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主導的な役割を担うことができます。少数意見を吸い

上げつつ、不公平・不平等のないまちづくりを行うことが求められています。 

 

11.住み続けられるまちづくりを 

包摂的で、安全、レジリエント（※2）で持続可能なまちづくりを進めることは首長や自治体行政

職員にとって究極的な目標であり、存在理由そのものです。都市化が進む世界の中で自治体行政の

果たす役割は益々大きくなっています。 

 

12.つくる責任つかう責任 

環境負荷削減を進める上で持続可能な生産と消費は非常に重要なテーマです。これを推進するため

には市民一人一人の意識や行動を見直す必要があります。省エネや３Ｒ（※3）の徹底など、市民

対象の環境教育などを行うことで自治体はこの流れを加速させることが可能です。 

 

13.気候変動に具体的な対策を 

気候変動問題は年々深刻化し、既に多くの形でその影響は顕在化しています。従来の温室効果ガス

削減といった緩和策だけでなく、気候変動に備えた適応策の検討と策定を各自治体で行うことが求

められています。 
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14.海の豊かさを守ろう 

海洋汚染の原因の 8割は陸上に起因していると言われています。まちの中で発生した汚染が河川等

を通して海洋に流れ出ることがないように、臨海都市だけでなくすべての自治体で汚染対策を講じ

ることが重要です。 

 

15.陸の豊かさも守ろう 

自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係があり、自治体が大きな役割を有するといえます。

自然資産を広域に保護するためには、自治体単独で対策を講じるのではなく、国や周辺自治体、そ

の他関係者との連携が不可欠です。 

 

16.平和と公正を全ての人に 

平和で公正な社会を作る上でも自治体は大きな責務を負っています。地域内の多くの市民の参画を

促して参加型の行政を推進して、暴力や犯罪を減らすのも自治体の役割といえます。 

 

17.パートナーシップで目標を達成しよう 

自治体は公的/民間セクター、市民、ＮＧＯ/ＮＰＯなど多くの関係者を結び付け、パートナーシッ

プの推進を担う中核的な存在になり得ます。持続可能な世界を構築していく上で多様な主体の協力

関係を築くことは極めて重要です。 

 

出典：私たちのまちにとってのＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

―導入のためのガイドライン― 

 

※1 ＭＤＧｓ（Millennium Development Goals）・・・ミレニアム開発目標。2000 年に

国連ミレニアム・サミットで採択された国連ミレニアム宣言を基にまとめられた 2015 年

までに達成するべき飢餓、教育、ジェンダー平等推進、乳児死亡率の削減、妊産婦の健

康、疾病まん延防止、環境の持続可能性、開発のためのグローバルパートナーシップか

らなる 8 つの目標。 

 

※2 レジリエント・・・「回復力」、「耐性」。「レジリエントな社会」とは支援や保障が行

き届きパンデミックや災害でも停滞しにくく、回復や復興が短期間で可能な社会。 

 

※3 3Ｒ・・・Reduce Reuse Recycle の 3 つの「R」の総称。「Reduce」ごみを減らし、 

「Reuse」再利用を行い、「Recycle」ごみを再資源化するサイクルを表す。 

近年は「Refuse」を加えた「4R」を推奨する運動も。 
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３．目指すべき将来像 

 人口ビジョンの推計によると、本町の人口は 2045 年には 10,488 人になると予測され

ており、人口の減少は避けられません。町は第六次振興計画と第２期総合戦略を一体と

して進めることにより、地域経済の活性化、出生率の向上を図り、人口流出を止めるこ

とで人口減少をできる限り食い止め、様々な課題に対応しながら、町民一人ひとりが生

きがいを持って生活できる社会をつくる必要があります。 

 第２期 総合戦略においては、以下のとおり目指すべき町の将来像と基本となる目標を

掲げ、そのための施策を展開してきます。 

 

 

【目指すべき町の将来像】 

 人口が減少しても活力があり、町民一人ひとりが生きがいを持てる持続可能なまち  

 

【目指すべき成果指標】 

 人口１万５千人を目指す  

 

 

 

 

 

 

  

社会増減を±0 人 

合計特殊出生率 2.11  を目指す（次期計画の共通目標） 
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４．具体的な施策 

 【重点目標１】 

人の流れをつくり、安心して働ける豊かな暮らしをつくる 

 

  ○現状と課題 

    人口減少の進行は、地域経済の停滞や公共交通の維持などに大きな影響を及ぼし

ます。令和 2 年の総務省統計局による調査では、二人以上の世帯の消費支出は、1 か

月平均で 277,926 円（平均世帯人員 2.95 人）となっており、年間一人あたりの消費

支出に換算すると約 113 万円（277,926×12 か月÷2.95（世帯人員））となります。

平成 7 年（1995 年）から平成 27 年（2015 年）の 20 年間に町の人口は約 3,800 人

程度減少していますが、これを単純に消費支出額に換算すると約 43 億 7 千万円程度

の消費が減少していることになります。町内で全ての消費が行われるわけではあり

ませんが、一定の基礎的消費については町内で行われることを鑑みると、この影響

は大きなものであり、経済規模の縮小は避けることができません。 

    また、新型コロナウイルス感染症の拡大に加え、昨今の資材費や原材料費の上昇

による影響で地元経済は打撃を受けており、支援が求められています。 

人口減少は地域社会の担い手の減少と消費市場の縮小により地域経済の縮小を招

きます。この状況が継続すると人口減少が地域経済の縮小を招き、地域経済の縮小

が更に人口減少を招くという負のスパイラルに陥ることとなります。国土交通省の

「国土によるグランドデザイン 2050 ～対流促進型国土の形成～」によると 2050

年には、現在の居住区域のうち６割以上の地域で人口が半分以下となり、さらに２

割の地域では無居住化するとされています。農村・中山間地域を抱える本町でも、

日常の買い物や医療、公共交通など、生活に不可欠な生活サービスの維持が困難に

なるおそれがあります。地域経済へ甚大な影響を与える人口減少に歯止めをかけ、

人の流れを創出し、若い世代を中心とした生産年齢人口が安心して働ける場をつく

ることが求められています。 

 

○対策 

都市部からの人口流入を促し、人口全体における生産年齢人口の割合を増やすた

めの取り組みが必要です。「しごと」と「ひと」の好循環のためには、若者が働くこ

とができる安定的な雇用の場の提供が不可欠です。 

本町の人口減少は、主に大学進学や就業のために 15～24 歳の若い世代の都市圏へ

の流出によりもたらされてきましたが、東京在住者に対して行った NPO 法人ふるさ
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と回帰支援センターが行った意識調査によると、10～40 代の東京在住者の約 4 割が

「移住する予定」または「今後検討したい」という結果が出ています。 

昨今のコロナ禍によるテレワークなどの推進も相まって地方移住への関心は年々

高まっており、これらの関心がある方が重視する点として「利便性」や「雇用」を

あげていることから、これらを考慮した移住・定住の推進を図ります。 

また、コロナウイルス感染症の影響により打撃を受けた企業や農業者に対する支

援を引き続き実施します。 

 

○重点的にすすめること 

ＳＮＳなどを通じて町の魅力を発信する交流人口を増やす取り組み、町にルーツ

がある方やふるさと納税をしていただいた方とのつながりを強化した関係人口を増

やす取り組み、若者世代の雇用の場を創出し、住宅取得への補助を実施することに

より定住人口を増やす取り組みの「３つの人口対策」により人口減少対策を実行し

ます。 

また、時期によって雇用が流動的になりがちな農業や建設業などと連携した特定

地域づくり事業協働組合制度の活用などにより、若い世代の働く場を確保し、Ｕタ

ーン、Ｉターンを進め定住に繋げる取り組みを行います。また、大学卒業後に地元

で就業する若者に対しても、地元企業の就職の場合の奨学金の返還不要制度や県の

支援事業等の活用により支援を図ります。 

住宅取得への支援や雇用の場の創出については、県や近隣市町村と連携し広域的

な実施も検討します。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値（令和２年度） 目標値（令和６年度） 

住宅取得補助金の交付件数 

移住支援金交付件数（県と合同事

業） 

企業版ふるさと納税制度の創設 

ふるさと納税の実績額 

無し 

無し 

 

無し 

約 4,800 万円 

15 件 

5 件 

 

制度創設 

約 3 億円 
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【重点目標２】  

  結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

  

 ○現状と課題 

本町の合計特殊出生率は平成 10 年から 14 年まで 1.9 台で推移していましたが、

平成 15 年から 19 年では 1.6 台となり、低下の傾向が続いていることから、出会い

の場の創出や出生数を上げる取り組みが必要です。 

   令和元年に福島県が実施した「少子化・子育てに関する県民意識調査」では、独

身の方で「結婚したい」と考える人の割合は男性で 69.3％、女性で 75.5%という結

果になっており、結婚しない理由として、「出会いの機会が無い」と答える人の割合

が最も多く、出会いの場を創出するなどの対策が必要です。 

   また、同調査では理想的な子どもの数が「2.54 人」となっており、最も多く選ば

れた回答が「3 人」だったことから、子どもを持ちたいという意欲は高いと思われる

一方で、理想よりも実際の子どもの数が少ない人が、理想的な子どもの数を持てな

い理由として「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」と回答しており（72.0%）、

子育て環境の整備や少子化対策に期待することとして「児童・児童扶養手当拡充、

医療費助成、保育料等軽減、子育て世帯への経済的な支援」が最も多い回答（44.7%）

であることからも、経済的な負担から出産を思い留まっている現状がうかがえます。 

   また、個人ごとの労働に対する価値観が多様化している中では、仕事に対して何

を求めるかは価値観、性格、キャリアや環境によって異なり、ライフステージによ

って身体的・精神的な健康状態や家庭環境の変化などに伴い変容していきます。様々

な価値観を尊重し、ワーク・ライフ・バランスを取り入れることが必要です。 

 

 ○対策 

   結婚を望む方に対して、広域的な連携を図りながら婚活イベントなどを開催し、

出会いの機会を創出します。 

   子育てふれあい交流センターを拠点として、子どもの居場所づくり事業とあわせ

て相談機能を充実させることにより、切れ目のない支援により子どもを安心して産

み育てられる環境づくりに努めます。 

 

 ○重点的に進めること 

不妊治療への支援や妊婦などへの健康診査により安心して妊娠・出産できる環境

を作ります。また、乳幼児健康診査により疾病や障がい、虐待等の早期発見を図り

要支援世帯への早期支援を行います。 



29 

 

   子どもに関する医療費の負担軽減のため、窓口負担分の全額補助を継続して実施

します。また、ひとり親世帯等に対し、医療費の一部を助成します。 

   安心して子どもを産み育てられる環境づくりのため、ファミリーサポート事業に

より保育所・幼稚園・小学校の送迎や一時預かり等、地域の人々により子育てを支

援する相互援助活動を行います。また、コミュニティスクール事業による地域と一

体となった学校運営により、子どもの健全な育成を図ります。 

   企業のワーク・ライフ・バランスへの優良事例などを紹介し、啓発を行います。

本町においても率先して職員のワーク・ライフ・バランスの充実を図ります。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値（令和２年度） 目標値（令和６年度） 

不妊治療への助成 

乳幼児健診受診率 

出生数 

ＳＮＳなどによる婚活情報の提供 

制度無し 

100% 

74 人 

無し 

5 件 

100% 

100 人 

10 回 
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 【基本目標１】自ら学び、学び合う「ひとづくり」 

  第１節 子育て・教育環境の整備 

 

    

○現状と課題 

     家族構成の変化や共働き家庭の増加、地域とのつながりが希薄になっている中

で、地域との連携を図り、学校教育の中で地域の人材を活用する仕組みの構築が

課題となっています。子育てに不安を抱える保護者も増えてきていることから、

安心して子どもを産み育てられる環境を早急に整備する必要があります。 

     社会の情報化が急速に進む中において、平成 25 年（2013 年）に国ではデジタ

ル教材の開発、教員の指導力強化を掲げており、「第 2 期教育振興基本計画」では、

「教材整備指針に基づく電子黒板・実物投影機の整備」や「ＩＣＴ（※1）の積極

的な活用をはじめとする指導方法・指導体制の工夫改善」などを目指し、教育の

質の向上や新しい時代の学びの形を目指しています。同時に、インターネットに

すぐ接続できることにより「自分で考える力」が低下することや、スマートフォ

ン等に依存する傾向が強まることが懸念されます。 

     また、グローバル化に対応するため、国際感覚の育成などにより、学力と教養

を身に付けることが必要です。 

 

   ○対策 

     子育て支援機関の連携を図り、子どもの年齢や成長に合わせた切れ目のない支

援ができる体制をつくるとともに、保護者が育児力を高められるよう必要な知識

を得ることができる環境をつくります。 

地域における子どもたちの安全・安心な居場所づくりや行事に参加する工夫を

するなど、地域の人に見守られながら成長できる環境づくりを進め、子どもたち

の豊かな学びを推進するため、地域の人材を学校運営に活用する仕組みを構築し

ます。 

学校における情報教育の充実や学習意欲の向上の取り組みはもとより、家庭学

習や食事等、規則正しい生活習慣を身に付ける取り組みを進めます。一つの学園

構想により保・幼・小・中が連携し一貫性を持って学べる仕組みを強化します。 
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   ○重点的にすすめること 

子どもを安心して産み育てられる環境整備のため子育てふれあい交流センター

を子育ての拠点として位置づけ、子どもの居場所づくり、子育て親子世代の交流、

子育てに関する情報提供を行い、相談機能も持ち合わせた場として機能させます。 

また、保育所・幼稚園・小学校の送迎や一時預かり等、子育て支援が必要な家

庭に地域の人々による相互援助を行うなど、様々な方法により子どもの年齢や成

長段階に応じた切れ目のない支援を提供することにより、不登校や問題行動等の

未然防止や虐待等の不適切な育児環境の改善を図り、安心して子どもを産み育て

られる環境をつくります。 

地域の中に安全・安心な子どもの居場所をつくります。コミュニティスクール

事業などにより、地域の人材育成と活用に努め、学校と保護者、地域が連携した

「地域とともにある学校」を創ります。 

児童生徒の登下校時の安全確保のため、国・県・警察署などの関係機関と連携

の上、通学路の安全点検を実施し危険箇所については早急に改善します。 

  ＩＣＴの活用促進により情報教育を充実させ、教育の質を向上させるため、小

中学校のＩＣＴ環境の充実を目指します。授業支援等を行う人材としてＩＣＴ支

援員を配置することにより情報教育の質の向上を図ります。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値（令和２年度） 目標値（令和６年度） 

コミュニティスクールの設置運営 

ＩＣＴ支援員の配置 

ＡＬＴ（※2）の派遣 

設置無し 

設置無し 

3 人 

運営 

1 人 

3 人 

 

※1 ＩＣＴ（Information and Communication Technology）・・・「情報通信技術」の略。 

情報技術を活用した産業やサービスの総称。 

 

※2 ＡＬＴ（Assistant Language Teacher）・・・外国語指導助手。外国語を母国語とす

る外国語指導助手。児童・生徒の英語発音や国際理解教育向上の目的に教育委員会か

ら小・中学校へ派遣される。 
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第２節 生涯学習・スポーツの推進 

  

   

○現状と課題 

    自ら学ぶことで自分を高め、学びの成果を社会貢献に活かすことは生きる喜びに

つながることから、誰もが気軽に学べる環境を提供することが必要です。 

    少子高齢化の影響により各地区で実施するスポーツ大会の実施が困難になってお

り、交流の機会が減っていることから、これに替わる事業が必要です。 

子どもを取り巻く環境などの変化により、肥満や体力の低下が懸念されているこ

とから、子どもから高齢者まで元気に暮らし続けるために、スポーツやレクリエー

ションによる健康づくりに取り組む必要があります。 

    また、誰もが本に親しむ読書活動を推進する必要があります。 

 

  ○対策   

    学びたい人の希望に沿った学習内容や学習できる場所等の情報を提供できる仕組

みを構築することで、より多くの住民の学びの場を創出します。 

誰もが健康で元気に暮らし続けていくために、年齢・体力・興味に応じた多種多

様なスポーツやレクリエーション活動ができる環境を作ります。また、各種スポー

ツについては、各地区間での交流試合を行っていきます。 

また、誰もが本に親しむ読書活動を推進するため、司書の配置や蔵書の一元管理

等を図ります。 

 

  ○重点的にすすめること 

幼少期から体を動かす楽しさを知り、ニュースポーツの振興やウォーキングモデ

ルコースづくりなどを進め、あらゆる年齢層の人が自分の健康状態や体力に合った

スポーツを楽しむことで、心身ともに健康で元気に暮らすことができる環境をつく

ります。 

生涯学習については、学習できる内容や場所等について情報発信するとともに、

趣味のサークルや文化活動、地域貢献活動等をしている個人・団体を紹介するなど

のサポートを行い、学びたい人が、いつでも学習できる環境をつくることで、学び

による知識を向上させ、学ぶ事の喜びを感じ、学習した成果を発揮できる機会を創

出します。 
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重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値（令和２年度） 目標値（令和６年度） 

生涯学習のボランティア講師数 

総合型地域スポーツクラブの会員数 

体育協会・スポーツ少年団員数 

五浪美術記念館の来館者数 

40 人 

500 人 

970 人 

710 人 

45 人 

600 人 

1,000 人 

1,000 人 
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  第３節 歴史・文化の伝承 

   

○現状と課題 

先人の遺した貴重な古文書や歴史資料を積極的に収集し、郷土を学ぶ資料とし

て活用していくことが大切です。本町には国指定重要文化財が６件、県指定重用

文化財が１０件、町指定重用文化財が１６件、国指定史跡が２件、県指定史跡が

１件、町指定史跡が２件、遺跡台帳には２７０件の登録があり後世に受け継いで

いかなければならない宝が数多くあります。また、無形民俗文化財は後継者が不

足し、伝統ある芸能・文化の伝承が難しくなっています。 

 

   ○対策 

子どもたちの郷土への愛着心を育てるため、世代間交流による体験活動や学校

教育と連携した郷土学習などの実施により、自分の住む地域を理解する活動を推

進します。 

歴史的価値が高い貴重な史跡・遺跡の保護、保存に努め郷土学習の場、観光資

源、地域の憩いの場として計画的に整備します。また埋蔵文化財センターの活用

を図り、積極的な情報発信や企画展、講演会等の開催により、町の歴史や文化財

に興味を持っていただく方の掘り起しを行います。 

 

   ○重点的にすすめること 

自分の住む地域や町の歴史・文化を学ぶことで、生まれ育った地域に住み続け

たいと思える誇りと愛着心を育てます。コミュニティスクール事業の中で、副読

本を活用し、生まれ育った町の「先人の知恵と志」「貴重な自然環境」「優れた生

産技術」等について学ぶ環境をつくります。 

学校給食に季節に応じた旬の地元食材を使用することで、食という観点からも

地域を学ぶ環境をつくっていきます。 

文化財を適正に保護・保存し、後世に遺していきます。また、歴史・文化の貴

重な資料を展示・公開することで、郷土への理解を深めるだけでなく、町を広く

PR していきます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値（令和２年度） 目標値（令和６年度） 

学校給食への地元食材の使用率 

埋蔵文化財センターへの入館者数 

34.5% 

500 人 

40.0% 

1,400 人 
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【基本目標２】安全・健康で、快適な「くらしづくり」 

 

  第１節 健康づくり 

   

    

○現状と課題 

健康診査は、リスクの早期発見による疾病等の発症予防、重症化予防の機会と

して重要であるため、健康に対する意識向上を図り、受診を促す取り組みが必要

です。本町の受診率は県の目標値を下回っており、周辺市町村と比較しても低い

水準にあることから、向上させる必要があります。また、特定保健指導について

も取り組みの強化が必要です。 

各種保健事業や保健指導が町全域で実施されていますが、より身近な地域で健

康づくりを推進する取り組みが求められています。 

栄養の偏りや不規則な食事により肥満や生活習慣病が増加しているため、子ど

もから高齢者まで食に関する知識を身につけ、健康的な食生活を実践していくこ

とが必要です。 

救急医療体制や当番医の取り組みにより、安心して医療を受けられる環境づく

りを推進していますが、高齢化により需要が高まっている介護分野での人材不足

が課題となっています。 

 

   ○対策 

健康診査の受診率を向上させ、特定保健指導対象者へのアプローチを強化する

ことにより、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣改善のための自主的な

取り組みを行うことができるよう、アドバイスや働きかけを実施します。 

健康に対する意識を向上させることにより、各種健康診査の受診を促し心身の

健康保持・増進を図ります。また、健康教室や健康相談、保健事業等を地区や集

落で実施するサロン活動の中で受けられる取り組みを進めます。 

子どもたちへの食育の取り組みにより、幼少期から正しい食習慣を身に付ける

よう促し、高齢者等に対しては、地区や集落で実施するサロン活動などを通して

食習慣の改善に取り組みます。 

介護に携わる人材を育成するため、研修等の受講を支援します。また、安心し

て出産できる環境の確保に向けた取り組みを進めます。 

 



36 

 

○重点的にすすめること 

健康づくりを推進する取り組みや、参加しやすい環境の中で健康意識の向上を

図ります。健康づくり活動や食習慣調査に基づく食生活改善のための活動を地

区・集落で開催されるサロン活動の中で実施します。 

健康に対する意識を向上させることにより生活習慣の改善を促し、がん検診や

特定健康診査の受診率を向上させ疾病予防の充実を図ります。 

介護に携わる方のキャリアアップ支援より人材育成を図るとともに、介護サー

ビス事業所における雇用確保を図り介護人材確保を目指します。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値（令和２年度） 目標値（令和６年度） 

肥満者（BMI25 以上）の者の割合（国

民保険加入者 40～74 歳） 

健康ポイント事業の参加者数 

がん検診の平均受診率 

キャリアアップ支援制度利用に

より人材育成が図られた数   

29.6% 

 

251 人 

31.5% 

0 人 

27.0% 

 

400 人 

41.0% 

12 人 
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  第２節 福祉の充実 

   

    

○現状と課題 

多様化する生活課題に対応するには、従来の行政施策だけでなく、誰もが暮ら

しやすいまちを目指し、一人ひとりが思いやりを持ち社会全体で支え合う仕組み

づくりが必要です。 

高齢者や障がい者が地域で孤立してしまうことや、なりすまし・振り込め詐欺

等の被害にあうことが懸念される中、心身共に健康で安全な生活を送るため、必

要な支援を行えるよう、より分かりやすい周知や相談機能の充実が必要です。 

また、障がい者を介護する家族の高齢化に加え、障がいの重度化・重複化が進

んでおり、情報の共有や対応について相談する場が求められています。 

    

○対策 

関係機関が連携し、高齢者の相談窓口として適切な支援ができる体制をつくり

ます。また、高齢者を対象とするサロン活動を地区や集落等で取り組み、健康づ

くりや食育、生きがいづくり等を通して地域での見守り体制を構築します。 

相談支援専門員によるきめ細やかな相談対応や、必要な支援を受けられる環境

をつくることで、障がい者が住み慣れた地域で自分らしく生活できる社会の実現

を目指します。 

地域の課題を解決する一つの方法としてボランティアを位置付け、積極的に取

り組んでいる個人・団体が活動しやすい仕組みをつくります。また、すべての人

が暮らしやすい町を実現するため、人にやさしいまちづくりを推進します。 

 

○重点的にすすめること 

一人暮らし高齢者等の孤立や悪質な犯罪の被害を防止し、住み慣れた地域で安

心して暮らし続けられる環境づくりのため、身近な地区・集落等で、趣味や健康

づくり活動ができるサロン活動を実施し見守り体制をつくります。 

一人暮らし世帯を対象としたごみの訪問回収を通した安否確認や生活相談等を

行うことで、孤立の防止、ごみの分別指導による衛生美化の推進及び地域におけ

る見守り体制の構築を図るほか、衛生的な環境と人との交流により心身ともに健

康な生活が送れるよう取り組みます。高齢者世帯及び認知症の高齢者が住み慣れ

た地域で暮らし続けることができるようにするため、地域包括ケアシステムの構
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築を図ります。また、健康で働きたい意欲のある方に対しては、経験・能力を活

かす就業の場の提供により、社会参加を促進します。 

障がい者が、住み慣れた地域で自分らしく生活できる社会の実現を目指し、障

がい者地域自立支援協議会による関係機関等の連携を図ります。また、障がい者

本人や介護者の高齢化等を見据え、「親亡き後」であっても住み慣れた地域で暮ら

していけるよう障がい者の生活を連携して地域全体で支える仕組みをつくります。 

多様化する地域課題に対応するため、ボランティアに積極的に取り組んでいる

個人・団体と、必要としている人や地域とをつなぐ仕組みをつくり、すべての人

が暮らしやすいまちを目指します。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値（令和２年度） 目標値（令和６年度） 

ごみを集積所まで運ぶことが困難な

一人暮らし高齢者への支援数 

ふれあいサロン事業開催地区数 

広域的なサービス提供体制の整備 

認知症サポーター養成講座受講者数 

40 世帯 

 

3 地区／7 地区 

無し 

1,242 人 

50 世帯 

 

7 地区／7 地区 

設置 

2,000 人 
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  第３節 安全・安心な環境づくり 

   

   ○現状と課題 

地域防災計画や防災マップ、耐震改修促進計画を策定し、災害発生時の対応や

安全対策を推進していますが、防災の要である消防団員の人員確保や勤務体系の

変化等による初動体制の確保が課題となっています。 

窃盗などの犯罪や児童虐待、高齢者を狙ったなりすまし・振り込め詐欺など多

岐にわたる警戒すべき犯罪は増加しています。また、事故や犯罪の温床となりう

る空き家の解消、高齢者宅や通学路の除雪・落雪対策は継続して取り組まなけれ

ばなりません。 

   ○対策 

     避難行動要支援者の登録を促進し、確実に避難支援ができる体制を構築すると

ともに、消防団員不足により消防活動や災害対応に支障をきたすことのないよう

団員の確保に努め、班の再編成や活動体制の見直し、地域の自主防災活動を促進

します。 

    暴力団根絶会津坂下地区町村民会議・防犯協会・防犯連絡会等が一体となって

防犯意識の向上を図るとともに、空き家等の適正管理を促進するための助言や指

導を行うなど、安全対策を実施します。 

○重点的にすすめること 

 班域の見直しや機能別消防団の導入など消防団組織の見直しを検討し、時代に

合った組織の構築を図ります。また、地域の自主防災体制強化のため、自主防災

組織の立ち上げを支援します。 

悪徳商法などのトラブルに巻き込まれないよう広報活動を行い、地域消費者相

談窓口を活用し関係機関との情報共有を図ります。 

区・自治会等から情報を収集し、空き家の把握に努め、危険な空き家について

は適切な指導を行います。また、所有者へ空き家活用等の情報を提供し、住環境

の維持・改善に努めます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値（令和２年度） 目標値（令和６年度） 

自主防災組織の設立件数 

広報による詐欺被害の防止 

空き家解消件数（累計） 

3 件 

4 回 

67 件 

5 件 

8 回 

172 件 
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  第４節 循環型社会の形成 

   

 

   ○現状と課題 

環境に対する意識の向上により、資源物回収に取り組む団体が増加し、年間の

資源物回収量の約１／３が子供会等の団体により回収されていますが、ごみの総

排出量を減らす取り組みは継続的に進めていかなければなりません。 

不法投棄防止パトロールを実施しているにもかかわらず、不法投棄されたごみ

は年々増加傾向にあり、不法投棄そのものが犯罪であることから未然に防止する

ことが課題となっています。 

 

   ○対策 

      ごみ減量化に関する情報を発信し取り組みを強化するとともに、資源回収事業

の取り組みを推奨し、生活環境の変化に対応したエコ活動を実践します。 

不法投棄パトロールや広報活動を強化し不法投棄をさせない取り組みを進めま

す。また、害虫対策、公害調査・予防、公衆トイレの整備・清掃など、良好な公

衆衛生環境を保つ取り組みを実施します。 

 

○重点的にすすめること 

 ごみ処理基本計画に沿った収集の実施及びリサイクル率向上を図るため、住民

の方々に４Ｒ運動を推進します。出前講座やリサイクル・環境に関するイベント

などを開催し、４Ｒに触れる場を数多く設ける取り組みを行います。 

地球環境に配慮した循環型社会の形成のため、教育機関と連携した環境教育や

資源回収の取り組み等を通じて、ごみ減量化やリサイクル・節電への意識の高揚

を図り、環境啓発活動の推進に取り組みます。 

 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値（令和２年度） 目標値（令和６年度） 

ごみの総排出量 

リサイクル率 

3,688ｔ 

16.8% 

3,530ｔ 

22.5% 
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  第５節 生活環境の整備 

   

   

    

○現状と課題 

急激に進展する少子高齢化と生産年齢人口の流失により、事業所の撤退や空き

家・空き店舗の増加など中心市街地の空洞化が進んでいます。人口減少の主な要

因となっている若者世代の人口流出に歯止めをかける対策が必要です。 

また、人口減少によりバス・タクシー・鉄道など生活に必要な公共交通の維持

が困難になっています。路線バスについては、児童生徒の通学手段の確保のため

に定期券を発行していますが、近年の子どもの数の減少により規模の縮小が懸念

されます。高齢化率が高まり免許の返納も進んでいる本町にあっては、公共交通

路線の維持管理は重要な課題であり対策が必要です。 

道路・橋りょうについては国・県の補助を活用し、道路・橋りょうの修繕等を

計画的に整備していきますが、生活に密接した町道については適時整備していく

必要があります。 

 

   ○対策 

子どもから高齢者まで安心して暮らせる快適なゆとりの定住空間と環境負荷が

小さく歩いて暮らせるまちづくりを推進し、中心市街地のにぎわいを創出します。 

空き家・空き店舗を有効に活用した移住・定住を促進しながら、町有財産を住

宅用地として有効活用するなど良好な住環境を整備します。 

中心市街地と集落、集落相互をつなぐ幹線道路の整備を進め、子どもや高齢者・

障がい者に配慮した安全でゆとりある道路環境をつくります。 

 公共交通については運行体系変更の検討や免許を返納した高齢者の利用促進の

取り込みなどを進めるとともに、県が実施する運転免許返納者への支援制度の周

知や町の高齢者へのバス券補助制度の周知により路線の維持を図ります。 

町道については計画的な舗装や維持管理を行い、コスト縮減のため予防保全、

道路利用者の安全、利便性の向上を図ります。 
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   ○重点的にすすめること 

 上下水道や生活排水路、生活道路等のインフラ整備を進めるとともに、区画整

理事業などと一体となって防災等の多様な目的に対応し、安心して子どもを遊ば

せることができる都市公園等を整備するなど、快適でゆとりのあるまちづくりを

目指します。 

 東分庁舎・南分庁舎など分散している行政機能を集約することによる行政サー

ビスの向上や、災害時の防災拠点としての機能を果たすため、財政健全化に取り

組み、財政シミュレーションの結果を踏まえて役場新庁舎建設を具体的に進めま

す。 

 空き家・空き店舗の有効活用の推進により、町有財産の分譲や空き家バンクの

活用により空き家情報を提供するなど、良好な住環境の整備を行い移住・定住の

促進を図ります。 

 未利用町有財産や老朽化した公営住宅の処分を行い、住宅地としての分譲の促

進を図るとともに、町内外を問わず若者世代を中心とした住宅取得への支援をす

ることで、人口の流入促進と流出の減少を図ります。また、県有地の取得を進め、

公共のための場を整備することにより、広く利用いただきます。 

  

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値（令和２年度） 目標値（令和６年度） 

汚水処理普及率 

区画整理事業進捗率 

空き家バンクの利用登録数 

町内を運行するバス路線数 

58% 

71.0% 

5 件 

10 路線 

66% 

75.9% 

10 件 

10 路線 
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【基本目標３】活力と魅力があふれ、人が集う「しごとづくり」 

  第１節 農林業の振興 

   

   ○現状と課題 

     少子高齢化等により町の農業人口は年々減少していることから、担い手の確保

と育成、農地集積による大規模経営化、経営の多角化など農業の将来を見据えた

取り組みが必要です。 

中山間地域直接支払制度や多面的機能支払制度などにより農業集落コミュニテ

ィの維持保全が行われていますが、老朽化した農業用施設の維持管理が課題とな

っています。 

 

  ○対策 

    担い手となる農業者を確保するため、農業後継者の育成や就農環境の整備を推 

進するとともに、発展性のある販売促進活動等を実施し安定的な農業経営を支援 

します。また、農業・農村がもつ多面的機能を保全するため、補助金等を活用し

た農業用施設の適切な維持管理に努めます。 

 

○重点的にすすめること 

将来を見据えた安定的・効率的な農業経営のために、地域の現状に合った「人・ 

農地プラン」の作成を支援することで、地域担い手の育成と農地集積を推進します。

また、生産コスト縮減技術の導入を促進し、農家所得確保を推進します。 

農業・農村の多面的機能を維持、発揮するため、共同活動に対し支援すること 

により、非農業者の参画による農業集落のコミュニティの維持、水路、農道、農地

等の農業生産基盤の維持・保全を図ります。 

里山等の整備や子どもたちへの森林環境学習を通して、森林の重要性や新たな価 

値観を醸成し森林を生活に身近なものにしていきます。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値（令和２年度） 目標値（令和６年度） 

人・農地プランの策定数 

農地の集積率 

多面的機能支払交付金事業に

取り組む集落数 

29 プラン 

51％ 

52 組織 

40 プラン 

54％ 

40 組織 
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 第２節 商工業の振興 

 

    

○現状と課題 

     首都圏等での物産品販売やふるさと宅配号を利用した販売促進活動を実施して 

    いますが、さらなる販路拡大のため、消費者ニーズを的確に把握することが必要 

です。 

商工会と連携した空き店舗の利活用や創業支援等を実施していますが、空き家・ 

空き店舗の解消にはつながらず中心市街地の空洞化が進んでいます。 

     生産年齢人口の減少による労働力の確保や各産業における担い手となる人材の

育成が課題となっています。また、労働福祉施策を充実させ働きやすい労働環境

を整備することが急務となっています。 

 

   ○対策 

    関係機関との連携による戦略的な販売促進活動と、情報発信を継続するととも 

に、ターゲットを限定したマーケティングなどを実施し、販路拡大に向けた取り 

組みを強化します。 

 空き店舗等を活用した創業支援を推進するとともに、定住促進事業や各種団体 

と連携したイベントの開催など、中心市街地の活性化に向けた取り組みを推進し 

ます。 

経営体における労働力を確保するため、経営基盤の強化や事業規模の拡大、働

きやすい労働環境づくりを支援します。 

 

○重点的にすすめること 

 町産品の情報発信や新たな販路を拡大し、販売を促進することにより、地域活 

性化と町産業の振興を図ります。 

 空き店舗の利活用による創業支援や各商店主・団体間の連携した集客事業によ 

り、街なかにぎわい活性化を推進します。 

 中小企業や小規模事業者の経営安定と基盤強化、雇用確保のため、各種助成金 

の活用、労働者福祉の充実を図ります。 
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重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値（令和２年度） 目標値（令和６年度） 

農産物・物産品等ＰＲ協力

店舗数 

空き店舗解消件数 

町の人材確保支援による人

材確保達成企業数 

11 店舗 

 

1 件 

6 社 

14 店舗 

 

1 件 

13 社 
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  第３節 観光・交流の促進 

   

    

○現状と課題 

     町には魅力的な観光資源があり、道の駅にも多くの人が訪れますが、町内の祭

りやイベントについては観光客の減少や担い手不足が懸念されています。 

町には農産物や加工品など多くの特色ある資源がありますが、地域活性化につ 

    なげるため、地域資源を活用した新たな発想が求められています。 

 

   ○対策 

    交流人口の増加によるにぎわいの創出を促進するため、観光ボランティアの人 

   材育成や観光周遊コースの作成、特産品や観光地のＰＲ活動を積極的に実施しま 

す。 

    地域の伝統を大切にしながら、誰もが参加して楽しむことができる祭りやイベ 

   ントを開催することで集客を図ります。 

 

   ○重点的にすすめること 

 観光ボランティアを通じて会津坂下町の観光資源や特産品等の魅力を伝え、会 

津坂下町へのリピーターを増加させ、観光及び物産振興を図ります。 

 誰もが楽しむことができる祭りやイベントを開催し、町の魅力を発信すること 

で、関係人口と交流人口の増加を図ります。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値（令和２年度） 目標値（令和６年度） 

観光ボランティアによるガ

イド実施観光客数 

観光地、各イベントにおけ

る入込客数 

142 人 

 

130,000 人 

180 人 

 

190,000 人 

 

  



47 

 

 【基本目標４】一人ひとりがつながり、みんなで創る「しくみづくり」 

  第１節 地域運営のしくみづくり 

   

    

○現状と課題 

     価値観や生活様式の多様化により、地域への帰属意識や連帯感が希薄になりつ

つあることから、協働の意義を共有し、地域づくりを進める必要があります。 

また、人口減少や少子高齢化に伴う地域課題に対応するため、住民・地域・行

政の連携のみならず、既存団体の幅広い連携が必要です。 

    

○対策 

     住民・地域・行政が強い絆でつながり地域づくりに取り組んでいくため、それ

ぞれの立場や特性を認め合い連携する環境を整えます。 

     地域づくり活動の中で、行政が中心的担い手となり地域づくりを進める環境を

整えるとともに、地域の課題やできる人・やりたい事を繋げる機能をコミュニテ

ィセンターに持たせ、地域課題の解決に積極的に取り組みます。 

  

   ○重点的にすすめること 

     住民・地域・行政の協働により地域づくりの体制を強化し「地域課題解決型」

の地域づくりを推進します。 

コミュニティセンターに地域づくりコーディネーターを配置し、地域の中心的

な担い手として「地域課題解決型」の地域づくり活動を展開します。 

新しい生活様式による働き方改革に対応するため、各コミュニティセンターに

テレワーク環境を整備します。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値（令和２年度） 目標値（令和６年度） 

地域の課題解決に向けた事業の

実施数（各地区） 

地域課題解決のため地域づくり

協議会が支援を実施した件数 

0 回 

 

21 件 

2 回 

 

42 件 
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  第２節 住民が参画するしくみづくり 

   

    

○現状と課題 

     地域への帰属意識や連帯感が希薄化する中、地域の担い手不足が課題となって

おり、地域づくりを担う人材の確保と育成が求められています。 

価値観や生活様式の多様化により、地域づくり活動への参加者が減少し、固定

化されています。地域は自分たちで守っていくという意識の醸成と参画しやすい

工夫が必要です。 

 様々な課題やニーズを的確に捉え、その対策や課題解決に役立つ情報を効果的

に発信することが求められています。 

    

○対策   

     地域を担う人材の確保・育成を推進するため、地域への帰属意識を育む取り組

みや地域おこし協力隊の活用など、移住者の視点を盛り込んだ地域づくり活動の

推進を図ります。     

子どもから高齢者まで誰もが参加しやすい工夫をすることで、住民と地域が強

い絆でつながり、住民が地域づくり活動に主体的に参画できる環境をつくります。 

コミュニティセンターを拠点とする地域づくりを推進するため、広く地域住民

の声を受け止め、地域課題の的確な把握に努めるとともに、地域の課題解決のた

めの情報を効果的に発信する仕組みを構築します。 

 

   ○重点的にすすめること 

     地域への帰属意識を育む取り組みを進めながら、地域を担う人材の確保・育成

に取り組み、地域住民や各種団体等の地域づくり協議会への積極的参画を推進し

ます。 

移住者の目線での地域づくり活動促進と将来的な地域の担い手確保につなげる

ため、地域おこし協力隊を活用します。 

地域の活動に誰もが参加しやすい環境をつくるとともに、将来、地域づくりを

担う若者が積極的に係わることのできる仕組みを構築します。町に在住、あるい

は通勤・通学する若者の地域づくり活動への参画や地域との交流を推進するため、

「若者による地域づくり推進事業」により地域づくり活動を実践する場をつくり

ます。 
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地域住民のニーズや課題を把握するとともに、その対策を共に考え、有益な情

報を発信することができるよう、情報の双方向のやりとりを促進します。コミュ

ニティセンターを中心として地域住民が集い、互いに相談し合い、課題を共有す

るための機会として「地域づくり懇談会」を定期的に開催します。また、地域課

題を解決するための情報を効果的に発信します。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値（令和２年度） 目標値（令和６年度） 

地域おこし協力隊の採用人数 

若者による地域（まち）づくり

活動の回数 

地域づくり懇談会の開催数（各

地区） 

1 名 

1 回 

 

0 回 

6 名 

3 回 

 

2 回 
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  第３節 行財政運営の強化 

   

   

 

○現状と課題 

 協働によるまちづくりを推進していくために、町民に信頼される職員の育成と

能力向上が求められています。 

     多様化する住民ニーズへの対応や行財政健全化の推進のため、行政サービスの

質の向上と事務の効率化が求められています。 

 住民が必要とする情報と行政が発信したい情報を分かりやすく、適時発信する

ことが求められています。 

 

   ○対策 

     職員に対して、実務研修をはじめとする町独自の職員研修等の実施や人事評価

制度の活用を図っていくとともに、地域づくり協議会への参加により地域づくり

活動への積極的な取り組みを促進します。 

     一部事務組合での共同処理による事務の効率化や ICT・AI（※1）・RPA（※2）

を活用した事務処理の迅速化・簡素化、事務事業の見直し等を継続的に推進しま

す。 

     町の施策や事業内容、町の話題などの情報を、住民にとって分かりやすく、ス

ピーディーに、適切に伝えるため、広報誌や町ホームページ、SNS 等を活用し、

より効果的に情報を発信します。 

 

   ○重点的にすすめること 

     住民との協働によるまちづくり推進のため、職員の政策形成能力等の向上を図

り、住民に信頼される職員を育成します。 

職員の意識改革、スキルアップ等を図るため、若年層の職員や中堅職員、女性

職員が互いに研鑚し合う「職員相互研修」を実施します。職員の能力と意識の向

上を図るため、人事評価制度を運用します。 

  下水道や農業集落排水の特別会計分について、令和６年度の企業会計導入に向

けた準備を進めます。 



51 

 

ＤＸ（※3）の推進やＩＣＴ化の推進により行政サービスの向上や効率的な行政

運営を図り、事務の効率化、正確化を図ります。同時に、押印省略などによる行

政手続きの簡素化を図ります。 

広報誌や町ホームページ等の内容充実を図るとともに、SNS 等の活用により情

報の拡散を促す等、効果的な情報発信に努めます。また、広報担当者による研究

会の実施や研修の受講等により、広報誌や町ホームページの内容充実を図ります。 

町フェイスブックに情報を継続的に投稿し、記事や写真を共有（シェア）する

ことを職員や会津坂下町に縁のある方、町内外の学生等へ促すことにより、広く

町の魅力を発信します。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 現状値（令和２年度） 目標値（令和６年度） 

職員研修の数 

eL-TAX（※4）による確定申告

件数（個人） 

各種手続きにおける押印見直し 

広報の満足度（アンケートによる） 

5 回 

1,564 人 

 

未着手 

100% 

16 回 

1,800 人 

 

実施 

100% 

 

 

※1 ＡＩ（Artificial Intelligence）・・・人工知能。人間の知的ふるまいの活動を人工的に

再現したもの。 

 

※2 ＲＰＡ（Robotic Process Automation）・・・人間が行う作業やより高度な作業を人間

に替わって実施できるＡＩや機械学習等を含む認知技術を活用して代行・代替するこ

と。 

 

※3 ＤＸ（Digital Transformation）・・・進化したデジタル技術を活用・浸透させること

で人々の暮らしをよりよいものへと変革すること。既存の価値観や枠組みを根底から

覆すような革新的なイノベーションをもたらすもの。 

 

※4 eL-TAX・・・エルタックス。地方税ポータルシステムの呼称。地方税における手続

き、インターネットを利用して電子的に行うシステム。 


